
富山県国民健康保険運営方針改定(原案)の概要
１ 基本的な事項

○根拠法令：国民健康保険法第８２条の２

○策定の目的：
県と各市町村が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料率の決定、保険料の賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに、各市町村が事業の広域化や効率化を推進
できるよう、県が県内の統一的な国民健康保険事業の運営に関する方針を定める。

○対象期間：令和６年４月１日～令和12年３月31日（６年間）

２ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

出典：富山県「国民健康保険事業状況」

R3

（実績）

R7

（推計）

R12
(推計）

R17

（推計）
医療費 775.4億円 675.4億円 690.9億円 758.3億円

被保険者数 186,700人※ 150,572人 139,905人 139,448人

一人当たり
医療費

415,321円 448,557円 493,867円 543,754円

○国保世帯・被保険者数の年次推移

○一人当たり医療費の推移

○医療費の推計

① 医療費等の動向と将来の見通し

② 国保財政の現状と財政収支の考え方

３ 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項

① 保険料水準の統一
・今後、被保険者数の減少に伴い、保険者の財政運営が不安定になるリスクが高まっていくことから、県単位化に
よる財政の安定化が必要であり、受益と負担の公平性を図る観点から、県内市町村の保険料水準の差を解消す
るため、保険料水準の統一を進めることが重要である。

・本県では、これまで保険料水準の統一に向けた課題を整理してきており、今後、県は統一保険料率の試算を行
うとともに、現在市町村ごとに異なる算定方式（賦課割合、賦課限度額）の段階的な統一に向け市町村と協議を進
める。その中で、新たな課題が生じた場合には、県と市町村がさらに協議を行う必要があることから、まずは、令
和12年度を「納付金ベースの統一」の目標年度とし、なるべく早期の「完全統一」に向けて引き続き協議していく。

・高齢化の進展や医療の高度化等により
一人当たり医療費は増加見込み
・被保険者数は、いわゆる団塊の世代が
後期高齢者となる令和７年度までに大きく
減少することから、医療費総額は減少見
込み
・令和８年度以降は、被保険者数の減少
幅が小さくなるものの、一人当たり医療費
の増加傾向は続くことから、医療費総額
は増加見込み

４ 市町村における保険料(税）の徴収の適正な実施に関する事項

５ 市町村における保険給付の適正な実
施に関する事項

６ 医療費の適正化の取組みに関する事項

７ 市町村が担う事務の広域的及び効率的
な運営の推進に関する事項

８ 保健医療サービス及び福祉サービス等
に関する施策との連携に関する事項

９ 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連携調整等
・赤字（決算補填目的の一般会計繰入又は繰上充用）が生じた市町村は、要因分析を行うとともに、赤字解消・削減の
計画を策定。また、法定外繰入等を行っていない市町村の財政状況等も注視し、定期的に助言等を行う。

・県は、安定的な財政運営の確保を図るために必要があると認められる場合に、決算剰余金について財政調整事業
分として積み立てた額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、県国民健康保険特別会計に繰り入れる。

① 収納率目標の設定

・収納率向上の観点から保険者別収納率目標を設定
・すでに収納率目標を達成している市町村は、さらな
る収納率の向上に努める。

保険者規模 ※区分はR４年度実績 収納率目標

被保険者数４万人以上 富山 ９３％
被保険者数
７千人以上４万人未満

収納率実績が94％未満 該当なし ９４％
収納率実績が94％以上 高岡、魚津、氷見、黒部、砺波、南砺、射水 ９５％

被保険者数７千人未満
収納率実績が96％未満 滑川、上市 ９６％
収納率実績が96％以上 小矢部、舟橋、立山、入善、朝日 ９７％

② 収納率目標達成のための取組み

・県は市町村の取組みに対し県繰入金による財政支援
・市町村は収納不足等の要因分析を行い、効果的な対策を実施
・収納率の推移や収納対策事業の実施状況を共有し、収納不足
に対する効果的な取組事例を横展開

・県は、引き続き広域的又は専門的な見地から、保
険給付の点検等を実施
・大規模な不正請求事案が発覚した場合、県が市町
村から返還金等の納入勧奨等の事務を受託

・給付の一時差止め基準、相対的給付制限の取扱基準、
療養費・食事差額・移送費支給基準、マイナンバーカー
ドと保険証の一体化に伴う事務等について標準化の検
討

・地域包括ケアシステムの深化・推進
・国保部門と保健医療サービス及び福祉サービスに関す
る施策その他関連施策との連携に関する取組みの促進
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組みの推進

・保険料水準統一及び事務の標準化等の協議を進めるため、「富山県国保運営方針等連携会議」等を開催

② 納付金算定に当たっての医療費水準の反映等

・市町村ごとの医療費水準をどの程度納付金に反映させるかを調整する係数「医療費指数反映係数（α）」につ
いて、これまでα＝１（医療費水準を納付金額に全て反映）としてきたが、保険料水準の統一に向け、αの値を
段階的に引き下げる（令和６年度納付金算定からα＝0.5、令和９年度からα＝0）。

・県内の被保険者数は年々減少（H30年度：195,769人
→R4年度：169,104人）する一方、一人当たり医療費は
増加（H30年度：388,389円→R4年度：422,932円）

Ｈ30 R1 R2 R3
R4

（速報値）

医療費
（円）

388,389 400,694 390,209 415,321 422,932

医療費伸
び率（％）

1.0 3.2 △2.6 6.4 1.8

出典：富山県「国民健康保険事業状況」

Ｈ30 R1 R2 R3
R4

（速報値）

国保世帯
数（世帯）

128,425 125,928 125,614 122,571 116,641

被保険者
数（人）

195,769 189,613 187,676 180,902 169,104

加入率
（％）

18.5 18.0 18.0 17.5 16.7
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千千

千人被保険者数と一人当たり医療費推移
千円

単年度収支
差額
（千円）

赤字
市町
村数

実質収支
差額
（千円）

赤字
市町
村数

基金残高
（各年度末）
（千円）

H30 ▲94,951（※） ９ 1,465,664 ０ 8,998,793

R1 ▲1,302,95（※） 14 680,050 ０ 8,480,093

R2 949,445 ２ 1,717,518 ０ 8,836,495

R3 26,238 ７ 1,220,597 ０ 9,359,111

R4(速報値) ▲308,924（※） 10 866,860 ０ 9,402,784

（※）単年度収支差額が赤字になった主な要因は、Ｈ30年度及びＲ１年度は県単位化前（Ｈ29年度以前）の国庫金や
前期高齢者交付金の精算による影響が大きかったため。また、Ｒ４年度は団塊世代の後期高齢者医療制度への移
行等に伴う保険税収入の減少による影響が大きい。

出典：富山県「国民健康保険事業状況」○市町村国保財政の推移

※年度平均の値

※各年度３月31日現在

・単年度収支差額は赤字の市町
村もあるが、繰越金や基金増減
額を含めた実質収支差額は全
市町村が黒字であり、決算補填
目的の一般会計繰入を行ってい
る市町村はない。

【県の実質収支差額】
令和３年度 56.0億円の黒字
令和４年度 25.8億円の黒字

資料１－２

以下の取組を記載し、医療費適正化計画との整合性を図る
・ＰＦＳ（成果連動型民間委託）の活用による先進的な取組
・特定保健指導におけるアウトカム評価の導入やＩＣＴ活用
・地域差や特徴に応じた効果的な保健事業の実施を支援
・高血圧や脂質異常症等の適切な管理の推進
・医薬品の適正使用に向けた普及啓発や相談機会の創出、
マイナンバーカードの保険証利用促進 等


